
第１号様式（第２条関係）                         

 

マンション段差解消工事等事業計画書（見本） 
 

                               年  月  日 

 （あて先）川崎市長 

 

 川崎市マンション段差解消工事等費用助成制度の適用を受けたいので、川崎市マンショ

ン段差解消工事等費用助成制度要綱第４条第１項の規定に基づき、関係書類を添えて提

出いたします。 

 

       申請者         〒 210 － 1234   

住   所   川崎 市 川崎 区           

        ○○町○丁目○番○○号                   

             管理組合名   ○○マンション管理組合                    

代表者氏名   理事長 川崎 太郎                    

電 話 番 号    044 － 200 － 1234         

 

マンション名 
 

○○マンション 

所 在 地 
 
 川崎市川崎区○○町〇丁目○番地○ 

連 
絡 

先 

住   所 
〒 

会 社 名 等  

担 当 者 名  

電    話  E-mail  

段差解消工事等 

費用予定額 
円（消費税抜き） 

助成申請予定額 ，０００円（千円未満切り捨て） 

受 付 日 ※    年  月  日 受付番号 ※第   －    号 

備考欄 

※ 

※の欄は記載しないで下さい。 

助成金の額を記入 

工事費用(消費税を含まない)の 1/3 

ただし、住戸数に 1 万円を乗じた額が限度 

市からの問合せに対し窓口となる方の連絡先をご記入ください。 

※こちらにご記入いただいたメールアドレス宛に 

「マンション段差解消工事等事業計画承認決定通知書」を 

お送りします。 

工事費用の税抜き額を記入 

登記事項証明書の所在欄の

記載をそのまま記入 

住民票に記載され

た住所を記入 

(ハイフン使用不可 

室番号不要) 

提出日を記入 



第１号様式（第２条関係）                                  

 

マ
ン
シ
ョ
ン
概
要 

 

確認済証交付日 年   月   日 

確認済証番号  

検査済証交付日 年   月   日 

検査済証番号  

構   造 
☐鉄筋コンクリート（ＲＣ）造、 ☐鉄骨（Ｓ）造 

☐鉄骨鉄筋コンクリート（ＳＲＣ）造 

延べ床面積 ㎡ 

用   途  ☐住宅専用、 ☐複合用途（店舗、事務所等） 

所有者の異なる 

区分された住宅の戸数 
☐６戸以上である。 

住戸数等 
棟 

数 
   棟 

住 

宅 
   戸 

その他 

施設 
   戸 

増
築 

☐
あ
り
・
☐
な
し 

確認済証交付日 年   月   日 

確認済証番号  

検査済証交付日 年   月   日 

検査済証番号  

管理組合総会の決議  ☐決議済み  ☐決議予定（  月  日頃） 

交付申請予定月 年   月頃 

事業予定期間 年  月から   年  月 

マンション管理組合登録・ 

支援制度の登録番号 
第     号 

 

事業開始予定月から

完了報告書の提出 

予定月を記入 



◎事業計画提出の書類 

・マンション段差解消工事等事業計画書（第１号様式） 

※見本を参考に記入してください。 
 

＜以下の提出書類は、写しでも可＞ 

・マンション新築時の確認済証及び検査済証 

※お持ちでない場合は、それぞれの建築確認等台帳記載証明書等を提出してくだ

さい。建築確認等台帳記載証明書等は次の窓口で発行しています。 

まちづくり局 指導部 建築管理課（本庁舎 18 階）電話 044-200-3015 

・建物の登記事項証明書（一住戸分） 

※お持ちでない場合は、法務局で取得できます。取得の際は、「土地」ではなく

「建物」の全部事項証明書を取得してください。また、１棟あたり１部必要に

なります。複数棟ある場合は、他棟にお住まいの理事様などの住戸分の提出が

必要です。 

・管理組合の代表者を確認できる書類（現理事長を選任した際の議事録など） 

・管理組合が法人場合、法人登記事項証明書 

・管理規約 

・住戸数を確認できる書類（管理規約、分譲時のパンフレットなど） 

・段差解消工事に要する費用の見積書 

※助成対象外の項目もあるため、具体的な助成の対象に関しては事前に相談して

ください。 

・マンションの案内図、配置図 

・段差解消工事を行う箇所の現況写真（最下階、中間階、最上階） 

・段差解消工事の内容がわかる工事図面 

（平面図、立面図、詳細図等で、見積書の数量が確認できる手すりの長さ、算

定式を記載しているもの） 

・工程表 

・総会又は理事会の議事録（段差解消工事を行うことを決議した際のもの） 

 

その他必要に応じて追加書類の提出が必要となる場合があります。 

 

※ご不明点がございましたら、お電話にてお問合せください。 

ＴＥＬ：０４４－２００－２９９６ 


